
何故STOでなければならないか

STO

（セキュリティートークン・オ
ファーリング）

＝電子記録移転権利（ST）の
募集

金商法上の第1号有価証
券（継続開示義務を負う）

継続開示コスト負担に
耐えられる調達規模

個人投資家も購入や
売買が可能

取扱いは証券会社等の
第1種金商業

ST設計の自由さ
（例えば、1円単位に細分
化することも可能）」

トークンは資金調達の為の
有価証券であり、特定の決
済機能を持つことも可能

調達手段 決済手段

発行者が行う事業での
決済手段に利用可能

可能な範囲で
のST細分化

両方が揃っていることでSTとしての意味がある

※調達だけなら、社債や株式、ファンドで良い

※決済だけなら、暗号資産やポイントでも良い


